
新型コロナ感染症拡大抑止に向けた
「まん延防止等重点措置」の適用期間延長を受けて

（市長・教育長メッセージ）

　全国的に新規感染者数が過去最多となるなど感染の急拡大を受け、緊急事態宣言およびまん延防止等重点措
置において新たな対象地域が加えられるとともに、本市を含む滋賀県などの重点措置期間が９月１２日（日）まで
延長されました。
　第５波においては、感染しにくいと言われてきた乳幼児、学齢期の子どもの感染も多くみられますことから、マ
スク着用の徹底も併せてお願いいたします。
　市民の皆さまにおかれましては、自らの命と健康、また、大切な方の命と健康を守るため、改めて、次の事項
にご留意いただき適切な行動を切にお願い申し上げます。

　みなさんは、この夏休みに楽しい思い出ができたでしょうか。さて、２学期が本格的にスタートしました。学校
の先生たちは、一回り成長したみなさんに出会えて、とてもうれしく思っています。
　残念ながら、現在も新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており、学校では、あらゆる場面で感染予防
を第一に考えることになります。感染が収まるまでは窮屈な生活が続きますが、心を強く持って元気に活動してく
ださい。
　それでは、一人ひとりがしっかりと感染対策を強く意識しながら、みんなで協力して、１学期以上にすばらしい
学校を作っていきましょう。

1． 不要不急の外出自粛を徹底してください。（8月6日～9月12日）
　 ①不要不急の都道府県間の移動を自粛してください。
　 ②帰省・旅行については「行かない」「呼ばない」「延期」をご検討ください。
　 ③買い物の回数や人数を最低限にしてください。
　 ④混雑する場所への外出機会を半減してください。

2． 飲食店などの営業時間の短縮が要請されます。（8月8日～9月12日）
　 ・営業時間は午前５時から午後８時までに短縮されます。
　 ・酒類の提供（持ち込みを含む）は終日停止されます。
　 ・営業時間の短縮が要請された時間以降、飲食店などの利用は控えてください。
　 ・ 会食する場合は滋賀県安心・安全店舗の認証店などをご利用ください。また、自宅での会食には、3密を

避けた市内飲食店利用推進事業のテイクアウト助成をぜひご利用ください。

3． 各事業所におかれましては、テレワーク・時差出勤などの徹底、また会議や商談時の感染対策
の徹底をお願いします。

４．市の各公共施設は、原則午後8時に閉館します。（8月8日～9月12日）
5． 新型コロナワクチンは、ファイザー、モデルナともに有効性が確認されておりますので、積極的

な接種をご検討ください。
　※ １２歳～１５歳の人への接種につきましては、より丁寧な説明や保護者の同意などが必要であることから、か

かりつけ医など医療機関での個別接種を推奨しております。集団接種、個別接種の予約状況は市ホームペー
ジから確認できます。

6． 滋賀県が湖岸緑地の駐車場を閉鎖されるのに合わせて、本市琵琶湖岸の美崎公園の駐車場を
閉鎖（8月7日～9月12日）するとともに、美崎公園内キャンプ・バーベキューサイトも閉鎖しま
す。（8月10日～9月12日）

7．  基本的な感染対策を徹底してください。
　 ①「ゼロ密」を目指し、密を避けた行動を徹底してください。
　 ② 一人ひとりが、マスク着用、手洗い、うがい、こまめな検温、体調が悪い時はすぐに医師に診てもらうな

どの基本的な感染予防対策を徹底してください。
　 ③ 健康維持・介護予防の観点から、感染予防対策をとりながら、適度な散歩や運動などによる健康づくりを

心がけてください。

子どもたちへのメッセージ （保護者の皆さまにおかれましては、子どもたちにぜひお伝えください）
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